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第第第第３３３３３３３３号議案号議案号議案号議案 

            豊川市豊川市豊川市豊川市消防団消防団消防団消防団条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について 

    豊川市豊川市豊川市豊川市消防団消防団消防団消防団条例条例条例条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとする。る。る。る。 

        令和令和令和令和４４４４年年年年２２２２月月月月２２２２２２２２日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市豊川市豊川市豊川市消防団消防団消防団消防団条例条例条例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

    豊川市豊川市豊川市豊川市消防団消防団消防団消防団条例条例条例条例（（（（昭和６昭和６昭和６昭和６０年豊川市条例第０年豊川市条例第０年豊川市条例第０年豊川市条例第８８８８号）の一部を次のように改正号）の一部を次のように改正号）の一部を次のように改正号）の一部を次のように改正

する。する。する。する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

    （欠格条項）（欠格条項）（欠格条項）（欠格条項）        （欠格条項）（欠格条項）（欠格条項）（欠格条項）    

第９条第９条第９条第９条    次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は

、団員となることができない。、団員となることができない。、団員となることができない。、団員となることができない。    

第９条第９条第９条第９条    次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は次の各号のいずれかに該当する者は

、団員となることができない。、団員となることができない。、団員となることができない。、団員となることができない。    

    ((((１１１１))))    ((((略略略略))))        ((((１１１１))))    ((((略略略略))))    

    ((((２２２２))))    第第第第11113333条条条条の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受    

        け、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しない    

        者者者者    

    ((((２２２２))))    第第第第11114444条条条条の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受の規定により免職の処分を受    

        け、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しないけ、当該処分の日から２年を経過しない    

        者者者者    

    ((((３３３３))))    ((((略略略略))))        ((((３３３３))))    ((((略略略略))))    

    （報酬）（報酬）（報酬）（報酬）        （報酬）（報酬）（報酬）（報酬）    

第第第第11110000条条条条    団員団員団員団員にににに、次、次、次、次に定めるに定めるに定めるに定める報酬を支給する報酬を支給する報酬を支給する報酬を支給する

。。。。    

    ((((１１１１))))    基本団員基本団員基本団員基本団員    年額報酬及び出動報酬年額報酬及び出動報酬年額報酬及び出動報酬年額報酬及び出動報酬    

第第第第10101010条条条条    基本団員に支給する報酬は、次の各基本団員に支給する報酬は、次の各基本団員に支給する報酬は、次の各基本団員に支給する報酬は、次の各

号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。定める額とする。定める額とする。定める額とする。    

    ((((２２２２))))    支援団員支援団員支援団員支援団員    出動報酬出動報酬出動報酬出動報酬        ((((１１１１))))    団長団長団長団長    年額年額年額年額    170,000170,000170,000170,000円円円円    

        ((((２２２２))))    副団長副団長副団長副団長    年額年額年額年額    143,000143,000143,000143,000円円円円    

        ((((３３３３))))    分団長分団長分団長分団長    年額年額年額年額    67,00067,00067,00067,000円円円円    

        ((((４４４４))))    副分団長副分団長副分団長副分団長    年額年額年額年額    57,00057,00057,00057,000円円円円    

        ((((５５５５))))    部長部長部長部長    年額年額年額年額    42,00042,00042,00042,000円円円円    

        ((((６６６６))))    班長班長班長班長    年額年額年額年額    40,00040,00040,00040,000円円円円    

        ((((７７７７))))    団員団員団員団員    年額年額年額年額    38,00038,00038,00038,000円円円円    

２２２２    報酬の額は、別表のとおりとする。報酬の額は、別表のとおりとする。報酬の額は、別表のとおりとする。報酬の額は、別表のとおりとする。    ２２２２    支援団員に支給する報酬は、市長が定め支援団員に支給する報酬は、市長が定め支援団員に支給する報酬は、市長が定め支援団員に支給する報酬は、市長が定め

る額とする。る額とする。る額とする。る額とする。    

３３３３                                    報酬報酬報酬報酬の支給方法についの支給方法についの支給方法についの支給方法につい

ては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給に

関する条例（昭和関する条例（昭和関する条例（昭和関する条例（昭和31313131年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第15151515号）号）号）号）

の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。    

３３３３    前２項前２項前２項前２項に規定するに規定するに規定するに規定する報酬報酬報酬報酬の支給方法についの支給方法についの支給方法についの支給方法につい

ては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のものては、豊川市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給にの報酬額及び費用弁償額並びにその支給に

関する条例（昭和関する条例（昭和関する条例（昭和関する条例（昭和31313131年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第15151515号）号）号）号）

の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。の適用を受ける職員の例による。    
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    （費用弁償）（費用弁償）（費用弁償）（費用弁償）        （費用弁償）（費用弁償）（費用弁償）（費用弁償）    

第第第第11111111条条条条    団員が団員が団員が団員が災害（水災害（水災害（水災害（水火災、火災、火災、火災、地震地震地震地震等の等の等の等の災害災害災害災害

をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）若しくは若しくは若しくは若しくはそのそのそのその警戒警戒警戒警戒又又又又

はははは訓練訓練訓練訓練等等等等のため出動したのため出動したのため出動したのため出動したとき、とき、とき、とき、又は又は又は又は職務の職務の職務の職務の

ためためためため旅行し旅行し旅行し旅行したたたたときときときときは、は、は、は、費用費用費用費用弁償弁償弁償弁償を支給を支給を支給を支給するするするする

。。。。    

第第第第11111111条条条条    団員が火災のため出動したときは、団員が火災のため出動したときは、団員が火災のため出動したときは、団員が火災のため出動したときは、

市長が定める額を弁償する。市長が定める額を弁償する。市長が定める額を弁償する。市長が定める額を弁償する。    

２２２２    費用費用費用費用弁償弁償弁償弁償の額及び支給方法については、の額及び支給方法については、の額及び支給方法については、の額及び支給方法については、

豊川市職員旅費条例（昭和豊川市職員旅費条例（昭和豊川市職員旅費条例（昭和豊川市職員旅費条例（昭和43434343年豊川市条例年豊川市条例年豊川市条例年豊川市条例

第４号）第４号）第４号）第４号）に規定するその他の職員に対してに規定するその他の職員に対してに規定するその他の職員に対してに規定するその他の職員に対して

支給する旅費の例による。支給する旅費の例による。支給する旅費の例による。支給する旅費の例による。    

２２２２    団員が警戒、訓練その他非常災害（火災団員が警戒、訓練その他非常災害（火災団員が警戒、訓練その他非常災害（火災団員が警戒、訓練その他非常災害（火災

を除く。）のため出動したときは、１回にを除く。）のため出動したときは、１回にを除く。）のため出動したときは、１回にを除く。）のため出動したときは、１回に

つきつきつきつき3,0003,0003,0003,000円以内で市長が定める額を弁償円以内で市長が定める額を弁償円以内で市長が定める額を弁償円以内で市長が定める額を弁償

する。する。する。する。    

    ３３３３    前２項に規定する費用弁償の支給方法に前２項に規定する費用弁償の支給方法に前２項に規定する費用弁償の支給方法に前２項に規定する費用弁償の支給方法に

ついては、市長が定める。ついては、市長が定める。ついては、市長が定める。ついては、市長が定める。    

    第第第第12121212条条条条    団員が職務のため旅行したときに支団員が職務のため旅行したときに支団員が職務のため旅行したときに支団員が職務のため旅行したときに支

給する費用弁償については、豊川市職員旅給する費用弁償については、豊川市職員旅給する費用弁償については、豊川市職員旅給する費用弁償については、豊川市職員旅

費条例（昭和費条例（昭和費条例（昭和費条例（昭和43434343年豊川市条例第４号）に規年豊川市条例第４号）に規年豊川市条例第４号）に規年豊川市条例第４号）に規

定するその他の職員に対して支給する旅費定するその他の職員に対して支給する旅費定するその他の職員に対して支給する旅費定するその他の職員に対して支給する旅費

の例による。の例による。の例による。の例による。    

    （分限）（分限）（分限）（分限）        （分限）（分限）（分限）（分限）    

第第第第11112222条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11113333条条条条    ((((略略略略))))    

    （懲戒）（懲戒）（懲戒）（懲戒）        （懲戒）（懲戒）（懲戒）（懲戒）    

第第第第11113333条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11114444条条条条    ((((略略略略))))    

第第第第11114444条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11115555条条条条    ((((略略略略))))    

    （服務規律）（服務規律）（服務規律）（服務規律）        （服務規律）（服務規律）（服務規律）（服務規律）    

第第第第11115555条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11116666条条条条    ((((略略略略))))    

２２２２    前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集

を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、災害災害災害災害・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじ

め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、

職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。    

２２２２    前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集前項の規定にかかわらず、団員は、招集

を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、を受けない場合であっても、水火災その他水火災その他水火災その他水火災その他

の非常災害の非常災害の非常災害の非常災害の発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじの発生を知った時は、あらかじ

め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、め指示するところに従い、直ちに出動し、

職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。職務に従事しなければならない。    

３３３３    ((((略略略略))))    ３３３３    ((((略略略略))))    

第第第第11116666条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11117777条条条条    ((((略略略略))))    

第第第第11117777条条条条    団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。    

第第第第11118888条条条条    団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ団員は、次の事項を遵守しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。    

    ((((１１１１))))～～～～((((９９９９))))    ((((略略略略))))        ((((１１１１))))～～～～((((９９９９))))    ((((略略略略))))    

    ((((10)10)10)10)    上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた    

        めであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他の    

        物件を物件を物件を物件を毀損毀損毀損毀損しししし、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて    

        行動してはならない。行動してはならない。行動してはならない。行動してはならない。    

    ((((10)10)10)10)    上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた上司の命令のないときは、職務のた    

        めであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他のめであっても、みだりに建造物その他の    

        物件を物件を物件を物件をきききき損損損損しししし、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて、又は任務の範囲を超えて    

        行動してはならない。行動してはならない。行動してはならない。行動してはならない。    

第第第第11118888条条条条    ((((略略略略))))    第第第第11119999条条条条    ((((略略略略))))    

    （委任）（委任）（委任）（委任）        （委任）（委任）（委任）（委任）    

第第第第11119999条条条条    ((((略略略略))))    第第第第22220000条条条条    ((((略略略略))))    
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【改正後】【改正後】【改正後】【改正後】    

別表（第１０条関係）別表（第１０条関係）別表（第１０条関係）別表（第１０条関係）    

    アアアア    基本団員の基本団員の基本団員の基本団員の年額報酬年額報酬年額報酬年額報酬    

階級階級階級階級    報酬額（年額）報酬額（年額）報酬額（年額）報酬額（年額）    

団長団長団長団長    １７０，０００円１７０，０００円１７０，０００円１７０，０００円    

副団長副団長副団長副団長    １４３，０００円１４３，０００円１４３，０００円１４３，０００円    

分団長分団長分団長分団長    ６７，０００円６７，０００円６７，０００円６７，０００円    

副分団長副分団長副分団長副分団長    ５７，０００円５７，０００円５７，０００円５７，０００円    

部長部長部長部長    ４２，０００円４２，０００円４２，０００円４２，０００円    

班長班長班長班長    ４０，０００円４０，０００円４０，０００円４０，０００円    

団員団員団員団員    ３８，０００円３８，０００円３８，０００円３８，０００円    

    イイイイ    基本団員及び支援団員の基本団員及び支援団員の基本団員及び支援団員の基本団員及び支援団員の出動報酬出動報酬出動報酬出動報酬    

種別種別種別種別    出動時間の区分出動時間の区分出動時間の区分出動時間の区分    報酬額（１回につき）報酬額（１回につき）報酬額（１回につき）報酬額（１回につき）    

災害出動災害出動災害出動災害出動    ３時間以下３時間以下３時間以下３時間以下    ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円    

３時間３時間３時間３時間を超え４時間以下を超え４時間以下を超え４時間以下を超え４時間以下    ４，０００円４，０００円４，０００円４，０００円    

４時間を超え５時間以下４時間を超え５時間以下４時間を超え５時間以下４時間を超え５時間以下    ５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円    

５時間を超え６時間以下５時間を超え６時間以下５時間を超え６時間以下５時間を超え６時間以下    ６，０００円６，０００円６，０００円６，０００円    

６時間を超え７時間以下６時間を超え７時間以下６時間を超え７時間以下６時間を超え７時間以下    ７，０００円７，０００円７，０００円７，０００円    

７時間を超え７時間を超え７時間を超え７時間を超えるるるる場合場合場合場合    ８，０００円８，０００円８，０００円８，０００円    

訓練出動訓練出動訓練出動訓練出動    ――――    ３，０００３，０００３，０００３，０００円円円円    

        備考備考備考備考    

            １１１１    この表中「災害出動」とは、災害この表中「災害出動」とは、災害この表中「災害出動」とは、災害この表中「災害出動」とは、災害又はその警戒のため又はその警戒のため又はその警戒のため又はその警戒のため出動し、出動し、出動し、出動し、職務職務職務職務    

                に従事することをいに従事することをいに従事することをいに従事することをいう。う。う。う。    

            ２２２２    この表の規定にかかわらず、この表の規定にかかわらず、この表の規定にかかわらず、この表の規定にかかわらず、１日に複数回の災害出動をした１日に複数回の災害出動をした１日に複数回の災害出動をした１日に複数回の災害出動をしたときときときとき、、、、    

                災害出動が長期間にわたるときその他特別の事情があると認めるとき災害出動が長期間にわたるときその他特別の事情があると認めるとき災害出動が長期間にわたるときその他特別の事情があると認めるとき災害出動が長期間にわたるときその他特別の事情があると認めるとき    

                の出動報酬の額は、１日につき８，０００円以内で市長が定める額との出動報酬の額は、１日につき８，０００円以内で市長が定める額との出動報酬の額は、１日につき８，０００円以内で市長が定める額との出動報酬の額は、１日につき８，０００円以内で市長が定める額と    

                する。する。する。する。    

            ３３３３    この表中「訓練出動」とは、訓練等のため出動し、職務に従事するこの表中「訓練出動」とは、訓練等のため出動し、職務に従事するこの表中「訓練出動」とは、訓練等のため出動し、職務に従事するこの表中「訓練出動」とは、訓練等のため出動し、職務に従事する    

                ことをいう。ことをいう。ことをいう。ことをいう。    

    

【改正前】【改正前】【改正前】【改正前】    

（（（（※※※※    別表を追加別表を追加別表を追加別表を追加））））    



----    4 4 4 4 ----    

附附附附    則則則則 

１１１１    この条例は、この条例は、この条例は、この条例は、令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日から施行するから施行するから施行するから施行する。。。。    

２２２２    この条例による改正後の豊川市消防団条例第１１条及び別表この条例による改正後の豊川市消防団条例第１１条及び別表この条例による改正後の豊川市消防団条例第１１条及び別表この条例による改正後の豊川市消防団条例第１１条及び別表イの表イの表イの表イの表のののの規定規定規定規定

は、この条例の施行の日以後は、この条例の施行の日以後は、この条例の施行の日以後は、この条例の施行の日以後にするにするにするにする出動又は出動又は出動又は出動又は出発する出発する出発する出発する旅行について適用し、旅行について適用し、旅行について適用し、旅行について適用し、

同日同日同日同日前前前前にするにするにするにする出動又は出動又は出動又は出動又は出発する出発する出発する出発する旅旅旅旅行については、なお従前の例によ行については、なお従前の例によ行については、なお従前の例によ行については、なお従前の例による。る。る。る。 

 

 

 

 

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、消防団員の処遇改善消防団員の処遇改善消防団員の処遇改善消防団員の処遇改善を図るを図るを図るを図るためためためため、、、、報酬及び費用弁償報酬及び費用弁償報酬及び費用弁償報酬及び費用弁償

を見直すを見直すを見直すを見直す必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。 

 


